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(57)【要約】
【課題】船形浮体構造物の建造工程の早い段階で、船体
部に設けられた各種機器の試験運転を可能とする。
【解決手段】居住区１６を設置する領域を備える船体部
１２を建造する。船体部１２に設けられ、被制御対象と
なる荷役に関連する各種設備機器２２、２４、２６、３
０を、船体部１２に設置される荷役制御ユニット２８に
より制御する。荷役制御ユニット２８を遠隔操作するた
めの遠隔制御器３６を居住区１６の荷役制御室３４に設
ける。居住区１６の遠隔制御器３６と船体部１２の荷役
制御ユニット２８とを船体部１２に設けられた接続箱３
２を介して接続する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　居住区を設置する領域を備える船体部と、
　前記船体部に設けられる荷役に関連する被制御設備と、
　前記被制御設備の制御を行うための制御部とを備え、
　前記制御部が前記船体部内部に設けられる
　ことを特徴とする船形浮体構造物。
【請求項２】
　前記制御部を遠隔操作するための遠隔操作部が、前記船体部の内部以外の場所に設けら
れることを特徴とする請求項１に記載の船形浮体構造物。
【請求項３】
　前記遠隔操作部が前記居住区内に設けられることを特徴とする請求項２に記載の船形浮
体構造物。
【請求項４】
　前記船体部における前記居住区との境界に前記制御部と前記遠隔操作部とを連絡する信
号線を接続するための接続箱が設置されることを特徴とする請求項３に記載の船形浮体構
造物。
【請求項５】
　前記船形浮体構造物が浮体式生産貯蔵積出設備であることを特徴とする請求項１～４の
何れか一項に記載の船形浮体構造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、船体部および船体部の上甲板上に後付けされる居住区を備える船形浮体構造
物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば貨物船やＦＰＳＯ（浮体式生産貯蔵積出設備）などの船形浮体構造物を新造する
場合、船体部の建造完了後に、居住区を船体部の上甲板上に建造または設置されるのが一
般的である。船体部には、各種タンクや各タンクと各設備等を連絡する配管が設けられ、
配管には遠隔操作弁や移送用のポンプなどが設けられる。これら遠隔操作弁やポンプ等の
機器類は、荷役制御装置を用いて制御される。通常、荷役制御装置は居住区内に設けられ
た荷役の監視・操作を行う荷役制御室に設置され、荷役制御装置には監視・操作する遠隔
操作部が併せて荷役制御室内に設置される（特許文献１の段落［００６２］参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００９－５２６７０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の船形浮体構造物の構造では、居住区が船体部の上甲板上に設置され、荷
役制御室内に設置される荷役制御装置が、船体部の各機器に接続されるまで、船体部に設
けられる各機器の試験運転を行うことができない。特に船体部と居住区やトップサイドが
異なるヤードで建造される場合、船体部の各機器を試運転するまでに時間が掛かり、工程
期間に無駄がある。また、船体部に設置された各機器と居住区内に設置される荷役制御装
置とを、それぞれ接続する結線作業が多いという問題もある。
【０００５】
　本発明は、船形浮体構造物の建造工程の早い段階で、船体部に設けられた各種機器の試
験運転を可能にすることを課題としている。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の船形浮体構造物は、居住区を設置する領域を備える船体部と、船体部に設けら
れる荷役に関連する被制御設備と、この被制御設備の制御を行うための制御部とを備え、
制御部が船体部内部に設けられることを特徴としている。
【０００７】
　制御部を遠隔操作するための遠隔操作部は、船体部の内部以外の場所に設けられる。ま
た遠隔操作部が居住区内に設けられることが好ましい。
【０００８】
　船体部における居住区との境界に上記制御部と遠隔操作部とを連絡する信号線を接続す
るための接続箱が設置されてもよい。船形浮体構造物は、例えば浮体式生産貯蔵積出設備
である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、船形浮体構造物の建造工程の早い段階で、船体部に設けられた各種機
器の試験運転を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態である船形浮体構造物の模式的な部分拡大側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の一実施形態である船形浮体構造物の居住区を含む一部の模式的な側面
図である。
【００１２】
　本実施形態の船形浮体構造物１０は、例えば浮体式生産貯蔵積出設備（ＦＰＳＯ）など
の浮体構造物である。船形浮体構造物１０の本体部分は、船体部１２から構成され、その
上甲板１４上には、居住区１６やトップサイド（不図示）が設けられる。居住区１６は、
例えば、船体部１２の船尾部の所定領域に設けられ、トップサイドは居住区１６の前方の
上甲板１４上に設置されるが、居住区１６を船首部の所定領域に設けてもよく、船首尾双
方に設けてもよい。
【００１３】
　船体部１２は、例えば第１建造ヤードで建造され、その後例えば並行して居住区１６が
建造される第２建造ヤードへと移動され、第２建造ヤードにおいて居住区１６が船体部１
２の上甲板１４上へ設置され、上甲板１４上へトップサイドが設置される。なお、船体部
１２と居住区１６は、同じヤードで別々のブロックとして建造されてもよい。
【００１４】
　船体部１２内の貨物区画１８には、石油やガスなどを貯蔵する複数のカーゴタンク（不
図示）や、バラスト水を入れる複数のバラストタンク（不図示）が設けられる。各タンク
には例えばレーダー式や受圧式のレベル計２２が設けられる。貨物区画１８の配管には遠
隔制御弁２４が設けられ、その流量が制御される。また、貨物区画１８には、その他機器
２６も設けられる。
【００１５】
　貨物区画１８内のレーダー式／受圧式レベル計２２、遠隔制御弁２４、その他機器２６
は、上甲板１４上に敷設される信号線を通して、船体部１２内の例えば機関室２０などの
貨物区画外に設けられる荷役制御ユニット（制御部）２８に接続される。機関室２０内に
は、カーゴタンク内の石油やガスの荷役を行う荷役ポンプの駆動装置（蒸気タービン、電
動機、ディーゼルエンジンなど）や、バラスト水の取水／排水を行うバラストポンプの駆
動装置（蒸気タービン、電動機、ディーゼルエンジンなど）、イナートガスをタンク内に
供給するためのイナートガスシステム、自動浚え装置などの複数のシステム３０が設置さ
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れ、システム３０内の各装置は、信号線を通して荷役制御ユニット２８に接続される。
【００１６】
　船体部１２において機関室２０の上方には、居住区１６が設置される。船体部１２の居
住区設置領域において居住区１６との境界部には、接続箱３２が設けられる。接続箱３２
は、船体部１２の完成後、船体部１２上に設置／建造される居住区１６の荷役制御室３４
に設置されて機関室２０内の荷役制御ユニット２８を遠隔で操作する遠隔制御器（遠隔操
作部）３６からの信号線と、機関室２０内の荷役制御ユニット２８からの信号線を連結す
るための設備である。
【００１７】
　荷役制御ユニット２８には、レーダー式や受圧式のレベル計２２を作動させるためのレ
ーダー式／受圧式液面計用制御ユニット、遠隔制御弁２４の開閉を制御するための制御弁
制御ユニット、貨物区画１８内のその他機器２６を制御するための制御ユニット、機関室
２０内のシステム３０に含まれる荷役ポンプの駆動装置（蒸気タービン、電動機、ディー
ゼルエンジンなど）、バラストポンプの駆動装置（蒸気タービン、電動機、ディーゼルエ
ンジンなど）を制御するためのポンプ制御ユニット、イナートガス装置制御盤、イナート
ガス装置用本質安全バリア、自動浚え装置用リレーユニットなどの制御ユニットが実装さ
れ、各機器は、荷役制御ユニット２８により制御可能である。なお、荷役制御ユニット２
８に実装された各制御ユニットは、居住区１６の遠隔制御器３６が接続されると、遠隔制
御器３６を用いて遠隔操作可能である。
【００１８】
　すなわち、本実施形態の構成によれば、従来、居住区１６の荷役（集中）制御室３４の
制御卓からのみ可能であった船体部１２に設置された各機器の監視・制御が船体部におい
ても可能となる。これにより、例えば第１建造ヤードにおける船体部１２の建造が完了し
た段階で、機関室２０に設置された荷役制御ユニット２８を用いて、レーダー式／受圧式
レベル計２２、遠隔制御弁２４、その他機器２６、システム３０の運転を行うことができ
る。そのため従来のように、船体部１２を第２建造ヤードに移動して居住区１６を設置し
、遠隔制御器３６の接続箱３２への接続を完了しなくても、船体部１２に設けられた上記
各機器の試験運転を行うことができ、また、第２建造ヤードでの結線作業が、船体部１２
の接続箱３２と遠隔制御器３６との接続だけでよいため建造作業の効率化を図ることがで
きる。
【００１９】
　また、荷役制御ユニット２８は、一般に試験運転時等にのみ使用されるため、表示機器
や入力機器を簡略化し、例えば移動可能なパソコン等を装着するなどして利用することが
できる。逆に荷役制御室３４の遠隔制御器３６は、各機器を直接制御する機能を備える必
要がなく、例えば荷役制御ユニット２８の遠隔操作機能や機器監視用の表示器のみを備え
ればよいため、その構成を従来よりも簡略化でき小型化が可能となる。
【００２０】
　なお、本実施形態ではＦＰＳＯを例に説明を行なったが、本発明はタンカーなどの貨物
船に適用することもできる。また、本実施形態において荷役制御ユニットや遠隔制御器が
対象とする機器は、船体部に設置されるものであれば、荷役に拘わらない機器であっても
よく、遠隔制御器が居住区以外の場所に設けられてもよい。
【符号の説明】
【００２１】
　１０　船形浮体構造物
　１２　船体部
　１４　上甲板
　１６　居住区
　１８　貨物区画
　２０　機関室
　２２　レーダー式／受圧式レベル計
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　２４　遠隔制御弁
　２８　荷役制御ユニット（制御部）
　３０　システム
　３２　接続箱
　３４　荷役制御室
　３６　遠隔制御器（遠隔操作部）

【図１】
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